
日進市遺児手当の制度改正について 

【経緯】 

  日進市遺児手当は、昭和５０年からの制度開始以降、支給対象年齢、支給

金額を変更しながら現在に至るまですべてのひとり親家庭を対象に生活支

援のため、児童が１８歳になるまで手当を支給しています。

  近年「子どもの貧困」が年々大きな課題となってくるなか、国施策や他自

治体においても経済的自立（ひとり親家庭の自立促進）を図る事業が年々充

実してきています。

本市においても、経済的自立（ひとり親家庭の自立促進）への強化と効果

的な施策の転換を図る必要性が高くなってきていると考えられます。

また、平成３０年度に実施した自立支援に向けた支援策についてのアンケ

ートを実施したところ、学習面の支援を求める回答が約８０％でした。

【課題等】 

 ●自立に繋がる就業等の支援が不足している。

  ・就業に有利な仕事（看護学校修学等）に就くための生活資金の給付は受

けられるが、学校を受験する費用、授業料等に関する補助支援がない。

  ・資格取得後、資格を活かした就職先の斡旋が出来ていない。

 ●所得制限が無く、一律の手当のみの支給になっている。

  ・必要な方への支援になっていない。

 ●所得制限内で児童扶養手当を受給する割合は、毎年変わらない。 

  ・集中的な支援が出来ておらず、経済的な自立（就労）を促せていない。

 ●ひとり親家庭への支援策が不足している

  ・保護者のみならず、児童への支援事業対策が不足している。
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【改正（案）の基本方針】 

○社会的自立に向けた支援

・保護者、児童向けの自立支援事業の更なる検討及び実施

○経済的に厳しい状況の中での一人で子育てをおこなう家庭への支援へ

・所得制限を設ける等、生活支援が必要な方のみへの支援制度へ

  ・支給額を年数に応じて変更する等ひとり親になった直後（生活環境等変

動期）における充実した生活支援制度へ

【具体的な改正（案）】 

●手当額

現行の制度 見直し（案）

３，５００円（一律） ４，５００円（１年目～３年目３６ｹ月まで）

２，５００円（４年目～５年目６０ｹ月まで）

☆但し、障害等自立が困難な者は適用除外

●支給制限

現行の制度 見直し（案）

なし ５年（６０ｹ月）

☆但し、障害等自立が困難な者は適

用除外

●所得制限

現行の制度 見直し（案）

なし 所得（国、県と同様の所得制限）が一定以

上あるときは支給停止

（☆その年の１１月から翌年の１０月まで）



ひとり親家庭への現行制度 

県内各市の遺児手当の状況 



新たな自立支援事業の検討 -手当受給者アンケート-

自立支援事業実施計画（案） 


